
随意契約の公表
（令和7年6月分）

番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所
在地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

1 税務課
標準宅地に係る時点
修正等鑑定業務委託

令和7年6月10日

公益社団法人　香川県不
動産鑑定士協会

高松市西内町３番７号　森
ビル

¥1,703,240 第2号

本業務は固定資産（土地）評価に用いる各標準宅地の評価の一貫性及び
整合性を保ちつつ適正な価格の修正を行うものである。令和6年度評価替
えに係る鑑定評価を行い各標準宅地に精通する上記契約の相手方と随
意契約を締結した。

2 税務課

丸亀市定額減税補足
給付金（不足額i給付）
システム改修業務委託
託

令和7年6月2日

四国行政システム株式会社

高松市上之町一丁目９番９
号

¥2,037,000 第2号
不足額給付金で使用するソフトウエアは中讃広域行政事務組合で採用し
ているAcrocity住民情報であるため、同ソフトウエアの導入、保守管理等も
実施している同社と随意契約を締結した。

3 地域づくり課
本島地区島おこし活動
（移住・定住促進）推進
業務委託

令和7年6月2日

株式会社スナック

丸亀市綾歌町富熊440番地
1

¥2,000,000 第2号

本業務については、地域資源を活かした魅力ある島づくりを推進すること
を目的としており、その実現には地元住民の理解と協力が必須であること
から、島の実情にも精通していることが求められる。今回の業務委託する相
手は、島内外の人をつなげたり、海外に向けて島をPRしたりする取り組み
を行ってきた実績があり、島民の協力を得ながら業務を遂行することが期
待できる。また、本業務は、国の離島活性化交付金を活用しており、同交
付金については、本島地区移住定住促進事業としてR5～７年度までの3か
年計画で申請を行っているため、継続して事業を行うことが求められる。つ
いては、令和5年度、令和6年度も本島地区島おこし活動（移住・定住促
進）推進業務の取組実績があり、提出された事業提案書等の内容につい
ても、審査基準を満たしていたため、株式会社スナックと随意契約を締結し
た。
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4 まなび文化課
瀬戸内国際芸術祭
滞在交流促進業務委
託

令和7年6月11日

一般財団法人　丸亀市観
光協会

香川県丸亀市新町6番地2

¥2,000,000 第2号

　本業務は、瀬戸内国際芸術祭2025の開催に合わせ、来島者に対し、瀬
戸内中讃定住自立圏域内で宿泊を促すキャンペーンを行い、文化芸術を
介した広域的な観光・交流を推進するものである。
　事業の実施にあたっては、地域観光に関する高度な知見や実績、市外
観光事業者との連携、瀬戸内国際芸術祭案内所との迅速かつ柔軟な事
業運営が必要となってくる。
　市観光協会は、長年にわたり本市の観光振興に携わっており、市内の観
光資源に精通しているほか、宿泊事業者との関係性の構築もできている。
また、広域的な観光連携や市外事業者との交流実績も有しており、連携も
期待ができる。
　さらに、市観光協会は瀬戸内国際芸術祭案内所の運営業務として市と
契約していることから、本事業との連携も図られ、事業効果の最大化も期待
できる。
 　以上の理由から、本事業の円滑かつ効果的な実施のためには、市観光
協会に委託するのが最も適切であると判断し随意契約を締結した。

5 スポーツ推進課

プロ野球フレッシュ
オールスターゲーム
2025に伴うシャトルバス
運行委託業務

令和7年6月24日
琴参バス株式会社
香川県丸亀市土器町北二
丁目77番地

¥1,447,000 第2号

本大会は市内初のイベントであり、県外からも多数来県する見込みである。
　本大会の会場であるレクザムボールパーク丸亀は、駐車場不足等が懸念
されているため、県内外からの参加者及び観客に対して、公共交通機関を
利用しての来場に加えて、臨時駐車場を設け、パーク＆ライド方式による
来場をお願いしている状況である。
　このような状況から、観客の輸送について、来市から大会会場までの一
体的でスムーズな輸送が可能である琴参バスから、見積書を徴し、随意契
約した。
　なお、該当会社については県内最大のスポーツイベントである「香川丸
亀国際ハーフマラソン大会」を長年担当しており、今回の運行方法につい
てのノウハウは培われているものである。

6 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年6月17日
社会福祉法人もえぎの会
高松市寺井町94番地１

30分未満/\2,300
30分以上1時間未満

/\4,000
1時間以上1.5時間未満

/\5,800
1.5時間以上2時間未満

/\6,550
2時間以上2.5時間未満

/\7,300
2.5時間以上3時間未満

/\8,050
以後30分ごと/\700

第2号

契約の相手方となる事業所の要件については、要綱第5条に規定
しているところであるが、当該要件を全て満たす事業所は多数存在
し、実際利用者のいない事業所も含まれることから、現に利用者が
いる事業所、またはこれまでに利用者が存在しこれから利用者が見
込まれる事業所と随意契約を締結した。
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7 保険課
令和7年度
丸亀市国保特定保健
指導業務委託

令和7年6月1日

株式会社ウェルクル
関西支部大阪支店

大阪府大阪市中央区北浜3
丁目1-6

積極的支援
　¥36,300/1人
動機付け支援
　\21,450/1人
利用勧奨通知

送付　\385/1件
利用勧奨電話

　　　\1,100/1件
結果説明会及びｸﾞﾙｰﾌﾟ支援時の

専門職出務
　\66,000/1人1回当たり

リーフレット作成
　　\69,300/1式

月次報告処理
　\396,000/1式

第2号

特定保健指導は個人データを取り扱うことから、入札により最低落札業者
に委託することになれば、毎年受託業者が変更することが考えられ、指導
の適正さ・効率が低下する恐れが生じる。保健指導は生身の人間を対象と
することから、価格以外に診断技術が高く、精度管理が良好で信頼できる
業者に委託することが望ましい。(株)ウェルクルは、特定保健指導を市の指
定する日時・施設で効率よく実施できる体制・医療スタッフを整えており、
過去2年間の業務実績も良好であった。また、国が定めた実施基準を満た
しており、高い専門性を要する業務に柔軟に対応できる業者であり、健診
データを多角的に分析し、保健指導に活かすソフトウェア「マルチマーカ」
を使用し、対象者一人一人の経年データを分析し、効率的な保健指導を
継続して実施できる業者であることから、(株)ウェルクルと契約を締結した。

8 都市計画課
丸亀市都市計画マス
タープラン(立地適正
化計画)改定業務委託

令和7年6月5日
大日本ダイヤコンサルタント
株式会社四国支社
高松市磨屋町3番地1

¥17,059,900 第2号
プロポーザルにより相手方を選定し、大日本ダイヤコンサルタント株式会社
四国支社と随意契約を締結した。

9 産業観光課
まるがめ婆娑羅花火
ファンタジアinレオマ業
務委託

令和7年6月10日

株式会社レオマユニティー
丸亀市綾歌町栗熊西40番
地1

¥9,900,000 第2号

本業務は、市の観光振興施策として花火を実施するもので、レオマリゾート
園内での開催は、令和5年度に実績があり、かつ十分な駐車場の確保が
可能なことから、安全安心が担保できる。そのため、レオマリゾート園内で
定期的に開催している花火ファンタジアでの十分な経験やノウハウがあり、
園内施設等を十分熟知している株式会社レオマユニティーであれば、的
確かつ安全安心な業務遂行が期待できるため。
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10 産業観光課
第2次丸亀市観光戦略
プラン策定支援業務委
託

令和7年6月4日

株式会社ジャパンインター
ナショナル総合研究所
京都府京都市右京区西京
極西池田町９－５

¥4,785,000 第2号

本業務は、社会情勢や本市観光の抱える課題の整理、現行計画の検証な
ど数多くのデータ収集や多様かつ高度な分析等、専門的技術力が求めら
れる。そのため、事業選定については、事業者からの提案により仕様を決
定し、優れた成果を期待する公募型プロポーザル方式を行った。その結
果、最も評価の高かった「株式会社ジャパンインターナショナル総合研究
所」を受託候補者として特定したため、随意契約を締結した。

11 産業観光課
海外向け観光PRサイト
掲載委託料

令和7年6月30日

一般財団法人丸亀市観光
協会
丸亀市新町6-2

¥1,089,000 第2号

本事業を実施するにあたり、本市の観光業務に精通し豊富な知識と情報
を持っている本市の観光協会に依頼することで、効果的なPR活動、本市
への誘客等により本市の更なる観光事業発展につながると思われるので、
随意契約を締結した。

12
ボートレース事
業局
経営課

ボート昇降装置ワイ
ヤー取替修繕

令和7年6月5日
株式会社　ヨコイ
高松市一宮町1508-3

¥1,694,000 第2号
本装置は、競走水面に設置する特殊な設備であり、当初の設置及び点検
業務を行っているのは株式会社ヨコイの１社であるため、同社より見積書を
徴し、精査のうえ適正な価格にて随意契約を締結した。
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13
ボートレース事
業局
経営課

競走用モーターの購
入

令和7年6月5日
ヤマト発動機　株式会社
群馬県太田市六千石町214
番地

¥50,729,393 第2号
現在、モーターボート競走で使用可能なモーターはヤマト発動機（株）の
製造・販売する「331CN型モーター」のみであるため、同社より見積書を徴
し、随意契約を締結した。

14
ボートレース事
業局
経営課

丸亀市特定建築物定
期調査業務委託

令和7年6月18日

株式会社安井建築設計事
務所
大阪府大阪市中央区島町
二丁目4番7号

¥2,541,000 第2号

本調査は、多岐にわたるものであるが、ボートレースまるがめが閉館中の短
期間しか調査をすることができないため、建築の際に監理を行い、より本建
築物を熟知し、また本建築物の定期報告業務も行っている同社より見積書
を徴し、精査のうえ適正な価格で随意契約を締結した。

15 学校教育課
脊柱側彎症専用機器
検診業務委託

令和7年6月1日
公益財団法人香川県総合
健診協会
高松市郷東町587ー１

1人の健診料金　\3,410 第2号

本事業は香川県教育委員会教育長が貸し付ける検査機器を活用した健
診であり、香川県教育委員会が香川県総合健診協会と契約していることか
ら同協会と随意契約を締結した。同協会の事業内容については、これまで
の実績もあり、信用性も高く、契約不履行の恐れもない。
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16 学校教育課
オンライン英会話業務
委託

令和7年6月1日

株式会社　インタラック西日
本
福岡県北九州市小倉北区
浅野二丁目17番38号

¥5,801,708 第2号

契約の相手方とは、ALT派遣契約を結んでおり、研修を積んだ経験豊富
なALTが小中学校において、児童生徒の状況に応じた対応を行っており、
成果を上げている。オンライン英会話についても計画から実施まで一貫し
た細かいサポートがあり専門研修を受けた経験豊かな講師が多数在籍し、
効果を上げると期待できる唯一の相手方と認められるため。

17 学校教育課
GIGAスクール構想に
係る生徒用タブレット
端末（3,056台）の購入

令和7年6月23
日

株式会社大塚商会広島支
店

広島県中区袋町4-25

¥162,988,584 第2号

本事業はGIGAスクール構想に係る生徒用タブレット端末3,056台の購入に
ついて、令和7年3月27日に香川県市町立学校学習者用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等一式
共同調達に係るプロポーザル方式選定委員会が選定した、株式会社大塚
商会広島支店と、物品販売仮契約を5月7日に締結し、令和76月23日に議
決を得て本契約になった。

18
文化財保存活
用課

史跡快天山古墳３号石
棺蓋取上げ・調査業務
委託

令和7年6月23日

公益財団法人元興寺文化
財研究所
奈良県奈良市中院町１１番
地

¥7,624,817 第2号

公益財団法人元興寺文化財研究所は６０年以上にわたり文化財の調査・
研究・保存修復を手掛けており、蓄積された専門的知識と豊富な経験を有
する、業界を代表する会社である。日本最大の円墳である奈良の富雄丸
山古墳での木棺の取り上げ・保存処理業務をはじめ、全国各地において
豊富な実績をもち、本市においても過去に中の池遺跡や丸亀城跡の調査
受託実績がある。本業務は、令和７年度の国庫補助事業で緊急避難的措
置として３号石棺蓋の取り上げ作業、調査機関への棺蓋移送、各種専門
的調査、簡易修復作業を行うものである。前述のすべての業務を行うこと
ができる業者は公益財団法人元興寺文化財研究所のみであることから、
随意契約を締結した。

※ボートレース事業局、下水道課(合併処理浄化槽検査業務委託
を除く)の契約については、地方公営企業法施行令第21条の13第1
項中の該当号を示す


